
公立大学法人横浜市立大学土地・建物長期貸付要領 

 

制  定 平 成 17 年４ 月 １ 日 

最近改正 令 和 ６ 年４ 月 １ 日 

 

（目的） 

第１条 この要領は、公立大学法人横浜市立大学固定資産管理規程第 18 条の規定に基

づき本法人における土地・建物の一部を長期貸付（以下「貸付」という。）する場

合の事務手続を定めるものであり、法令その他の規程に定めるもののほか、この要

領の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要領において長期とは、１月以上のことをいう。 

（貸付できる範囲） 

第３条 次の各号に揚げる場合に貸し付けることができる。 

(1) 本法人の教職員、学生又は病院における患者（以下「職員等」という。）のため、

食堂、売店、理髪店、保育所、その他職員等が直接利用することを目的とする福

利厚生施設を設置する場合 

(2) 本法人の教職員等の活動支援及び援助を目的とした団体において、僅少な面積

を使用させることがやむを得ないと認められる場合 

(3) 本法人事業の遂行上その必要が認められる場合で、事務事業、教育・研究事業

の一部を補佐、代行又は補完する用に供する場合 

(4) 本法人事業の遂行上その必要が認められる場合で、職員等又は本法人に来訪す

る多数の者が多大な利便を受けると認められる施設等に、現金自動預払設備等を

設置する場合 

(5) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、

やむを得ないと認められる場合 

(6) 地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区等（以下「公共団体」という。）に

おける公共用、公用又は公益事業の用に供する場合 

(7) 法令その他特別の定めがある場合 

(8) 公共的見地からの要請が強い場合において、僅少な面積を使用させることがや

むを得ないと認められる場合 

(9) 研究に係る本法人内の共同利用施設を貸付することが適切であると認められる

場合 

(10) その他理事長が認めた場合 

（貸付とみなさない範囲） 

第４条 次の施設は、本法人の教育・研究事業の遂行のため、本法人が施設を提供す

るものであるから、この要領でいう貸付とはみなさないものとする。 

(1) 本法人の事務、事業の一部を本法人以外の者に委託した場合において、それら

の事務、事業を行うため必要な施設（ただし、本法人の施設を使用させることが

契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に本法人の施設を使用しない場合



に限る。） 

(2) 本法人の施設の建設等に関連して現場事務所、材料置場又は車輛の進入路等と

して使用させる場合 

(3) 本法人の施設のためにガス、水道、電力線等を引き込むため土地を使用させる

場合（ただし、その設備を利用して本法人の施設以外にも供給することとなった

場合は、全線が営業路線化するので貸付の対象とする。） 

（使用者の選定） 

第５条 貸付を受けようとする者（以下「使用者」という。）の選定にあたっては、本

法人の事務及び事業の遂行上の必要性に基づき、使用目的、利用条件及び貸付契約

期間を附して募集することとする。 

２ 選定にあたっては、使用者に対して「公立大学法人横浜市立大学土地・建物長期

貸付申請書」（別紙様式）に使用の概要、その他本法人が指定する関係書類を添付

の上、本法人が指定する期日までに提出を求め、資力、信用、技能等を十分考慮し

審査するものとする。 

３ 理事長は前項の選定により、使用者と契約を締結するものとする。 

４ 前項の契約において、貸付料を有償とする場合は、賃貸借契約とする。 

５ 第３項の契約において、貸付料を無償とする場合は、使用貸借契約とする。 

６ 第３項の契約において、設備等の設置を目的とする場合は、使用契約とする。 

（更新の手続き等） 

第６条 貸付契約は、必要に応じて更新することができるものとする。 

２ 第５条第４項の契約について更新をする場合は、使用者に対して、貸付契約期間

満了の６か月前までに「公立大学法人横浜市立大学土地・建物長期貸付申請書」（別

紙様式）に使用の概要、その他本法人が指定する関係書類を添付の上、本法人が指

定する期日までに提出を求め、資力、信用、技能等を十分考慮し審査するものとす

る。 

３ 使用者が第５条第５項及び第６項の契約について更新をする場合は、使用者に対

して、貸付契約期間満了の３か月前までに「公立大学法人横浜市立大学土地・建物

長期貸付申請書」（別紙様式）に使用の概要、その他本法人が指定する関係書類を

添付の上、本法人が指定する期日までに提出を求め、資力、信用、技能等を十分考

慮し審査するものとする。 

（貸付期間） 

第７条 貸付できる期間は、第５条第４項の契約においては５年以内とし、第５条第

５項及び第６項の契約については３年以内とする。但し、特別な事由があると認め

るとき、又は著しく実情にそぐわない場合はその必要の程度に応じて定めるものと

する。 

２ 貸付は、必要に応じて更新することができるが、既存契約の始期から第５条第４

項の契約においては５年、第５条第５項及び第６項の契約については３年を越えて

更新を行うことは出来ない。ただし、更新を認めないことにより本法人の事務・事

業の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすこととなる場合、又は法令の規定に基づく場

合には、この限りではない。 



（貸付料） 

第８条 貸付は有償とする。 

２  第５条第４項による賃貸借契約の貸付料は、不動産鑑定士によるキャンパス等毎

の不動産鑑定評価額と、貸し付ける場所毎の修正率意見をもとに算定するものとす

る。なお、不動産鑑定評価額の鑑定徴取は、５年に１回とする。なお、新規の貸付

場所の意見書は、新規の貸付契約が生じる際に徴取するものとする 

(1) 貸付料は、キャンパス等毎の貸付料単価をもとに貸付面積及び貸付期間を乗じ

て算出し、算定した金額の合計額に消費税相当額と公租公課相当額を付加するも

のとする。 

(2) 貸付料の計算は、以下の通りとする。 

計算式 貸付料＝貸付料単価 a×貸付面積×貸付期間 

＋消費税相当額ｂ＋公租公課相当額 

a＝不動産鑑定評価額 c×修正率 d×貸付料調整 e×変動率 f 

b＝貸付料単価 a×消費税率 g 

c＝不動産鑑定士の鑑定評価による 

d＝不動産鑑定士の修正率意見による 

e＝第 10 条による 

f＝不動産鑑定士の変動率意見による 

３ 原則として、契約を更新する際には不動産鑑定士に貸付料の変動率もしくは修正

について意見を求め、それに基づいて修正を加えるものとする。ただし、物価や近

隣の建物賃料相場等に大幅な変動がない場合は修正を行わないことができる。 

４ 前２項の貸付料については、理事長が必要と認めた場合、この限りではない。 

５ 第３条第１項第９号で規定する研究に係る本法人内の共同利用施設の貸付料につ

いては、別途定めるものとする。 

６ 第５条第６項における設備等の設置に伴う貸付料は別表１のとおりとする。 

７ 「公立大学法人横浜市立大学発ベンチャーの支援に関する規程」第４条により施

設貸付支援が決定したものについては、前２項によらず別表２のとおりとする。 

８ 使用者は、本法人が指定する期日までに貸付料を本法人が指定する銀行口座に振

込みにより納入しなければならない。 

（貸付料の返還） 

第９条 一旦納入された貸付料は、使用者自身の都合により使用を取りやめた場合及

び使用者の責に帰すべき事由により、本法人が貸付を取消又は変更した場合には、

返還しない。ただし、本法人の都合により貸付を取消又は変更した場合は、貸付料

の全部又は一部を返還することができる。 

（貸付料調整） 

第 10 条 本法人の事務及び事業の遂行上配慮が必要と認められる場合又は本法人に

おいてやむを得ないと認められる場合は、貸付料の調整ができるものとする。 

２ 前項による貸付料の調整は、次の当該各号に定めるところによる。 

(1) 使用者が本法人の教職員・学生をもって構成する団体であり、本法人の指導に

基づき、本法人運営の向上に資すると認められる業務の用に供するために施設を



利用するものであるとき 当該部分に限り一部又は全部を免除できる  

(2) 本法人の運営に必要と認められる職員等へのサービスもしくは一部事業の補

佐、代行又は補完する用に供するために施設を利用するものであるとき 当該部

分に限り一部又は全部を免除できる 

(3) 使用者が本法人の職員等の福利厚生に供するために使用する場合で、収益を目

的としないとき 当該部分に限り一部又は全部を免除できる 

(4) 使用者が本法人の職員等の福利厚生に供するために使用する場合で、収益を目

的とするとき 本法人が要請するサービスを提供するため使用者の運営継続に配

慮が必要と認められる場合に限り、使用者の経営維持に必要な範囲を免除できる 

(5) 本法人の教育・研究事業に密接な関係を有する企業又は団体において、本法人

が認める事務・事業の用に供する場合 当該部分に限り２分の１を限度に減額で

きる 

(6) 地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区等（以下「公共団体」という。）に

おいて公共用、公用又は公益事業の用に供する場合 当該部分に限り２分の１を

限度に減額できる 

(7) 横浜市において公共用、公用又は公益事業の用に供する場合 当該部分に限り

一部又は全部を免除できる 

(8) 本法人の教職員で構成される団体が直接利用する場合で、理事長がやむを得な

いと認めるとき 当該部分に限り一部又は全部を免除できる 

(9) その他理事長が特に必要またはやむを得ないと認める場合 当該部分に限り２

分の１を限度に減額できる 

３ 貸付料の調整にあたっては、使用者の使用内容と事業計画（貸付更新においては、

使用状況と経営状況）をもとに、透明性、公平性を踏まえて判断するものとする。 

（無償貸付） 

第 11 条 第８条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、無償で貸し

付けることができる。ただし、当該施設の使用が営利を目的とし、又は利益をあげ

る場合には、該当しない。 

(1) 公共団体において、次の各号のいずれの施設の用に供するとき 

ア 用排水路、信号機、道路標識、掲示版、街灯、カーブミラー及び横断歩道橋

の橋脚、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 

イ 防災上必要な気象・地象及び水象の観測施設並びに防災上必要な通信施設 

ウ 公害防止のために必要な監視及び測定施設 

エ 火災報知器、消火栓及び消防の用に供する資材器具保管施設 

オ 遺跡、名勝地その他の歴史的文化的価値があるものを表示する石碑類、地す

べり防止区域等の特定区域を表示する標識その他の標識類 

(2) 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき 

(3) 地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十

三号）第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき 

(4) 地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法（平成十一年法律第百五十

六号）第二条第五号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき 



(5) 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十二条から第二十四条まで

又は第二十七条に規定する施設で、同法第四十六条の二の規定に基づき知事等か

ら措置又は保育の実施を受けて入所等をした者の延人員数が、当該施設の取扱人

員総延数に対して占める割合が概ね八割以上となるものの用に供するとき 

(6) 地方公共団体および地域の公共的団体において地域福祉の用に供するとき 

(7) 本法人の事務及び事業の遂行上、特に配慮が必要と認められる場合 

(8) その他理事長が特に必要またはやむを得ないと認めた場合 

（経費の負担） 

第 12 条 貸付財産を使用することに伴う光熱水費、及び貸付財産を維持管理すること

に伴う経費（共益費を含む）は、すべて使用者の負担とする。 

２ ただし、次の各号に定める場合において特に理事長が必要またはやむを得ないと

認めたときは、本法人が負担することができる。 

(1) 収益を目的としない場合で、法人運営の一部を補完する利用者の貸付に対する

一部又は全部の経費 

(2) 地方公共団体および地域の公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に

供する場合で、使用する面積が僅少なとき（50 ㎡以下)の一部または全部の経費 

(3) 「公立大学法人横浜市立大学発ベンチャーの支援に関する規程」第４条により、

施設貸付の支援が決定したもの 

（貸付面積） 

第 13 条 貸付する土地及び建物の面積は、使用者の使用目的からみて必要最小限のも

のとし、かつ、使用者が排他的に使用する部分を対象として決定するものとする。 

（遵守事項） 

第 14 条 使用者は、貸付された物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなけれ

ばならない。 

２ 使用者の責により破損した部位の修繕費その他の経費は、使用者の負担とする。 

３ 使用者は、貸付された期間中、貸付された物件を公立大学法人横浜市立大学土地・

建物長期貸付申請書に記載された用途以外に使用してはならない。 

４ 使用者は、貸付された物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。 

５ 使用者は、貸付された物件について修繕、模様替その他の行為をしようとすると

き、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって理事長の承認を

受けなければならない。ただし、緊急を要する修繕の場合、又は本法人に対して修

繕が必要である旨を通知したにも関わらず、若しくは本法人がその旨を知ったにも

関わらず、相当の期間内に必要な修繕をしない場合は事前に口頭でその旨を伝え、

理事長の承認を受けて行うことができるものとする。 

６ その他、使用上の細部については、施設管理者の指示に従うものとする。 

（貸付の取消） 

第 15 条 理事長は、次の各号の一に該当するときは、貸付の取り消し又は変更を求め

るものとする。 

(1) 使用者が遵守事項に違反したとき 

(2) 本法人において貸付けた物件を必要とするとき 



２ 第５条第４項の契約において、理事長は、貸付を取り消す場合は取り消す６か月

前までに、貸付の更新をしない場合は貸付契約期間満了の６か月前までに使用者に

通知するものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情がある場合は、

この限りではない。 

３ 第５条第５項及び第６項の契約において、理事長は、貸付を取り消す場合は取り

消す３か月前までに、貸付の更新をしない場合は貸付契約期間満了の３か月前まで

に使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合その他特別な事情があ

る場合は、この限りではない。 

（原状回復） 

第 16 条 貸付した期間が満了したとき、又は理事長が貸付を取消したときは、使用者

は、自己の負担で、理事長の指定する期日までに、通常の使用に伴い生じた損耗及

び経年変化を除き貸付された物件を原状に回復して返還しなければならない。ただ

し、理事長が特に認めたときは、この限りではない。 

２ 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、理事長は、使用者の負担において

これを行うことができる。この場合、使用者は理事長に異議を申し立てることがで

きない。 

（損害賠償） 

第 17 条 使用者は、その責に帰する事由により、貸付された物件の全部又は一部を滅

失又はき損したときは、当該滅失又はき損による貸付された物件の損害額に相当す

る金額を支払わなければならない。ただし、前条の規定により貸付された物件を原

状回復した場合は、この限りではない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第 18 条 貸付した期間が満了したとき、又は貸付の取消が行われた場合においては、

使用者は、貸付された物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存してい

る場合であっても、その費用等の償還の請求はできないものとする。 

（実地調査等） 

第 19 条 固定資産管理責任者は、貸付した物件について随時に実地調査し、又は所要

の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。 

 

附 則 

この要領は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 23 年 11 月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 26 年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和３年３月 30 日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和４年 11 月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 



別表１
第８条第６項に規定する設備等の設置に伴う貸付料は、次の各項に定めるとおりとする。

1　電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

※横浜市道路占用料条例（令和6年4月1日改正）より抜粋

 貸付料（非課税）

第一種電柱 3,100円
第二種電柱 4,800円
第三種電柱 6,400円
第一種電話柱 2,800円
第二種電話柱 4,400円
第三種電話柱 6,100円
その他の柱類 280円
共架電線その他上空に設ける線類 28円
地下に設ける電線その他の線類 17円
路上に設ける変圧器 2,700円
地下に設ける変圧器

1,700円

変圧塔その他これに類するもの 5,500円
郵便差出箱 2,300円
広告塔

15,000円

その他のもの
5,500円

（備考）

２　 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
※横浜市道路占用料条例（令和6年4月1日改正）より抜粋

 貸付料（非課税）

外径が0.07ｍ未満のもの 120円
外径が0.07ｍ以上0.1ｍ未満のもの 170円
外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの 250円
外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの 330円
外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のもの 500円
外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のもの 660円
外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のもの 1,200円
外径が0.7ｍ以上１ｍ未満のもの 1,700円
外径が１ｍ以上のもの 3,300円

３　公衆電話機 ※道路占用料改定に伴う使用料及び貸付料の変更について（通知）（令和6年1月29日財フ第 2263 号）より抜粋

 貸付料（税抜）

建物内設置 7,050円
建物外設置 5,500円

４　自動販売機 ※自動販売機に関する行政財産の目的外使用料等の変更について（通知）（令和3年6月15日財管財第 240号)より抜粋

 貸付料（税抜）

不特定多数の市民や職員が利用する施設（建物内設置） 3,100円
不特定多数の市民や職員が利用する施設（建物外設置） 900円
利用者が限定される施設（建物内設置） 1,600円
利用者が限定される施設（建物外設置） 700円

５　ＰＨＳアンテナ基地 ※道路占用料改定に伴う使用料及び貸付料の変更について（通知）（令和6年1月29日財フ第 2263 号）より抜粋

 貸付料（税抜）

既存の公衆電話所に設置する場合 1,650円

種類 単位

１本につき１年

長さ１ｍにつき１年

１個につき１年
占用面積１㎡につき１年

１個につき１年

表示面積１㎡につき１年

占用面積１㎡につき１年

１　第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電線を設
　置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち４条
　又は５条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。

２　第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを
　除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同
　じ。）を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第三種電話柱と
　は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。

３　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
４　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

種類 単位

長さ１ｍにつき１年

種類 単位

１基につき１年

１台につき１年

種類 単位

1台につき１月

種類 単位



別表２
第８条第７項に規定する貸付料については、以下のとおりとする。

1　貸付料

２　貸付条件

３　貸付料納付について

（１）貸付料の納付は、本学より請求書を発行し、それに基づき納めるものとする。
（２）貸付料の請求は、各キャンパス事務担当者より行う。
（３）貸付料納付は原則一括納付とする。

（１）各キャンパスのおいて、貸し付けるスペースは当該大学発ベンチャー企業に関連する教員の研究室の一部とす
る。
（２）新たに居室などの利用を希望する場合は、各キャンパスの管理に係る規程、要綱等に従う。
（３）使用面積の単位は1㎡毎とする。
（４）貸付は毎月1日から当月末までの1か月単位とし、月中から使用を開始しても1か月使用とみなす。

内容 単位 貸付料（税抜）

各キャンパス共通 使用面積1㎡につき1か月 原則1,500円

・貸付料については、実勢地価の急激な高騰などが認められた場合は、双方協議の上変更できる。
・光熱水費・共益費については、世の実情にそぐわない場合は双方協議の上変更できる。



様式（第５条） 

 

  年  月  日 

 公立大学法人横浜市立大学理事長 

 

申請者 住 所  

 氏 名  

 

（法人の場合の事務担当者）  

担当者所属  

氏名  

連絡先  

 

 

公立大学法人横浜市立大学土地・建物長期貸付申請書 

 

下記のとおり貴学の土地・建物の使用をしたく、関係書類を添付して申請します。 

 

記 

 

 １ 使用しようとする財産 

 （１）所在 

 （２）区分 

 （３）数量 

 

 ２ 使用しようとする理由 

 

 ３ 利用計画（事業計画） 

 

 ４ 使用期間 

 

 ５ その他参考となるべき事項 
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